
・マンション（貸家）

9
9

（登記の状況等により不要になる場合があります。）
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・マンション（貸家）

8

8

9

5

6

6
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FUKUOKA



9

8

5
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県税のしおり



9

5

5

28

FUKUOKA



共同住宅・マンション（貸家）は１戸につき40m2以上240m2以下であること。

　通常は不動産の登記から半年～１年程度で納税通知書が届き
ます。
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県税のしおり



共同住宅・マンション（貸家）は１戸につき40m2以上240m2以下であること。

　通常は不動産の登記から半年～１年程度で納税通知書が届き
ます。
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FUKUOKA



スポーツ

は、毎月分をまとめて翌月の末日までに県税事務所に申告して納めることになっています。
（３か月分をまとめて申告する特例があります）

福岡市博多区博多駅東１丁目17番１号　コネクトスクエア博多
TEL：092-260-6005
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県税のしおり



スポーツ
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FUKUOKA


